
（別紙１） 

村上市パブリックコメント手続を行う案件 

案件の名称 

第４次村上市障がい者計画・第７期村上市障がい福祉計画・第３期村上市障がい

児福祉計画（案） 

意見募集期間 

自：令和６年１月１６日（火） 

至：令和６年２月 ５日（月） 

担当課局 福祉課 

案件の概要 

障がい者福祉にかかる施策及び事業について、障がい者（児）や難病患者の自

立支援、また、その家族を含む暮らしを支えるための生活全般にわたる総合的な

支援、サービスなどの適切な提供と環境整備に向けて取り組むため、施策全般に

関する基本的な計画である「第４次村上市障がい者計画」と障害福祉サービス各

事業の見込量等の確保を図る「第７期村上市障がい福祉計画」及び「第３期村上

市障がい児福祉計画」を策定するものです。 

案件の趣旨、 

目的及び背景 

【趣旨及び目的】 

「第４次村上市障がい者計画」は、障害者基本法第 11 条第３項に基づくもの

で、本市の障がい者施策を総合的に展開するための基本的な方針を示すものです。

これは障がい者（児）が地域で生きがいをもって豊かに生活できるよう、施策全

般に関わる理念や基本的な目標を定める計画として位置づけています。 

「第７期村上市障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第 88 条第１項に基づく

もので、「障がい者計画」の基本方針を踏まえ、整合性を保ちながら、障害者総合

支援法に定める障がい福祉サービス等の提供に関する具体的な施策やサービス見

込量を示した計画として位置づけています。 

また「第３期村上市障がい児福祉計画」は、児童福祉法第 33 条の 20 第１項に

基づくもので、障害者総合支援法や児童福祉法の趣旨を踏まえ、「第７期村上市障

がい福祉計画」と一体的に作成し、障がい児通所支援等を提供するための体制の

確保やサービス見込量を示した計画として位置づけています。 

【背景】 

平成 30 年 3 月 第 3 次村上市障がい者計画策定（期間 H30 年度～R5 年度） 

平成 30 年 3 月 第 5 期村上市障がい福祉計画策定（期間 H30 年度～R2 年度） 

平成 30 年 3 月 第 1 期村上市障がい児福祉計画策定（期間 H30 年度～R2 年度） 

 令和 3 年 3 月 第 6 期村上市障がい福祉計画策定（期間 R3 年度～R5 年度） 

 令和 3 年 3 月 第 2 期村上市障がい児福祉計画策定（期間 R3 年度～R5 年度） 

 



今後の予定 

 

令和 6 年 1月 16 日（火）～2 月 5 日（月） パブリックコメント実施 

令和 6 年 3月 12 日（火）                 第 3 回村上市障害者計画等審議会 

令和 6 年 3月                          第 4 次村上市障がい者計画完成 

第 7 期村上市障がい福祉計画完成 

第 3 期村上市障がい児福祉計画完成 

備  考  

 


